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【報告第１号】

１．東大阪市における公共交通の現状

２．一般旅客自動車運送事業の現状

第１回東大阪市地域公共交通会議

資料２



１．東大阪市における公共交通の現状
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大阪市まで 鉄道等で 約20分
車で 約20分

奈良市まで 鉄道等で 約40分
車で 約30分

神戸・京都まで 鉄道等で 約60分
車で 約45分

関西国際空港まで 鉄道等で 約70分
車で 約45分

大阪国際空港まで 鉄道等で 約70分
車で 約30分

大阪市

奈良市

大津市

京都市

神戸市

和歌山市

関西国際空港

大阪国際空港

東大阪市における交通の現状

本市の標高

〇東大阪市の位置と地形

本市は大阪東部に位置し、大阪市、大東市、八尾市、奈良県に隣接する、東西
11.2km、南北7.9km、面積61.78平方km、人口約50万人の都市です。東部
には生駒山系が連なっており、山麓部に住宅が立地する一方、中部から以西につ
いては河内平野が広がり、平坦な地形に市街地が形成されています。また、近畿
地方の主要都市から概ね50km圏内であり、1時間程度で移動できます。
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東大阪市における交通の現状

〇東大阪市の人口推移

本市の人口は、1970年以降50万人以上を維持して今に至っていますが、国立
社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を見ると、今後急速に人口減少に転
じると予測されています。
R2国勢調査では人口が493,940人となっており、推計人口490,858人より約
3,000人多く、また、東大阪市第３次総合計画に掲げている目標人口
493,435人を達成しています。今後もさまざまな施策や取り組みを展開し、
目標人口を目指します。

国立社会保障・人口問題研究所国勢調査
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東大阪市における交通の現状

〇東大阪市の公共交通
鉄道６路線
JR学研都市線
JRおおさか東線
近鉄奈良線
近鉄大阪線
近鉄けいはんな線
大阪メトロ中央線

路線バス１７路線
近鉄バス
大阪バス
大阪シティバス

タクシー
市内の営業所に登録
されている車両数
約１３００台（個人を含む）
※市内で運行している台数
ではありません。

AIオンデマンド乗合タクシー
東部エリアで２台運行中
乗降スポット数１７２か所
（R5.11.10時点） 5



東大阪市における交通の現状

〇東大阪市における総トリップ数及び夜間人口の推移

〇東大阪市における外出率の推移
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東大阪市における交通の現状

〇東大阪市におけるトリップの目的別の交通分担率の推移
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東大阪市における交通の現状（鉄道）

〇東大阪市における鉄道利用者の推移

〇鉄道駅端末移動手段割合

バス
3%

自家用自動車
1%

タクシー
0%

自動二輪
1%

自転車
21%

徒歩
74%

その他
0%

バス 自家用自動車 タクシー 自動二輪 自転車 徒歩 その他

（H22パーソントリップ調査より）

（大阪府統計書より）
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東大阪市における交通の現状（バス）

〇地域別バストリップ数の推移

〇地域別バス分担率の推移 〇地域別目的別バストリップ数（H22）
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（H22パーソントリップ調査より）

（H22パーソントリップ調査より）（H22パーソントリップ調査より）



東大阪市における交通の現状（タクシー）

〇地域別タクシートリップ数の推移

〇地域別タクシー分担率の推移 〇地域別目的別タクシートリップ数（H22）
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（H22パーソントリップ調査より）（H22パーソントリップ調査より）

（H22パーソントリップ調査より）



〇地域別自動車トリップ数の推移

東大阪市における交通の現状（自動車）

〇地域別自動車分担率の推移
（H22パーソントリップ調査より）

〇地域別目的別自動車トリップ数（H22）
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（H22パーソントリップ調査より）

（H22パーソントリップ調査より）



東大阪市における交通の現状（自転車）

〇地域別自転車トリップ数の推移

〇地域別自転車分担率の推移 〇地域別目的別自転車トリップ数（H22）
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（H22パーソントリップ調査より）（H22パーソントリップ調査より）

（H22パーソントリップ調査より）



東大阪市における交通の現状

東大阪市における交通の現状のまとめ

①今後急速に人口減少に転じると予測されており、2045年には人口40万人
を下回り、高齢者の割合が約36%となる見込みです。

②総トリップ数は減少傾向。自転車及び自動車の交通分担率が増加傾向であ
り、特にバスの交通分担率が大きく減少しています。

③鉄道利用者が駅に行くために用いる交通手段は、徒歩または自転車です。

④バス利用者のトリップは全地域で減少しており、特に西地域での減少が顕著
です。バスの交通分担率は全地域で下がっています。

⑤タクシー利用者のトリップは全地域で平成２２年の減少が顕著です。東地域
では通院目的でのタクシー利用が多い傾向があります。

⑥自動車の交通分担率は全地域で昭和５５年以降上昇傾向であり、東地域は
特に顕著です。

⑦自転車のトリップ数は西地域で特に高くなっています。また、交通分担率は西
地域、中地域で高く、東地域は逆に低い傾向です。

13



52.3

69.4

67.3

54.2

49.7

53.8

51.7

36.5

21.8

23.6

36.2

38.5

32.3

35

6.2

2.4

1.8

4.7

5.3

6.7

6.4

1.9

2.4

3.6

3

2.7

2.7

4…

3.1

4.1

3.6

2

3.7

4.5

2.5

0 20 40 60 80 100

G地域(N=260)

F地域(N=294)

E地域(N=110)

D地域(N=301)

C地域(N=187)

B地域(N=223)

A地域(N=203)

身近に利用できている

少し遠いが、我慢できる範囲なので、利用している

遠くて不便なので、利用しにくい

公共交通機関を利用することがない

無回答

東大阪市における交通の現状

住んでいる地域における
交通機関利用の便利さ

電車・バスなどの
公共交通を利用する理由

西
部

中部

東
部

（複数回答あり 平成27年市政世論調査より）

タクシー利用にあたり
求めるもの

（令和２年市政世論調査より）（平成27年市政世論調査より）
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（単位：％）

（単位：％）

自宅から鉄道駅やバス停までの
アクセスがよい

鉄道駅やバス停から目的地までの
アクセスがよい

時間どおりに目的地へ到着できる

他の交通手段（車、自転車など）
よりも早く、目的地へ到着できる

他の鉄道・バスなどの公共交通機
関への乗り継ぎがよい

運行本数が多い

朝早くから夜遅くまで
運行している

交通費が安い

他の交通手段（車、自転車など）
よりも安全だから

その他

無回答
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料金負担を減らすために他人と相乗
りしやすくしてほしい

自宅近くに乗り場を作ってほしい

事前に運賃が確定できるようにして
ほしい

迎車料金がかからないようにしてほ
しい

安く利用できる時間帯を作ってほし
い

感染症対策をしっかりしてほしい

誰もが利用しやすいユニバーサルデ
ザインタクシーを普及してほしい

妊婦が安心して利用できる陣痛タク
シーを普及してほしい
営業運転中に通学路などでこどもの安全
を見守る見守りタクシーを普及してほし
い
買い物やお薬の受取を代行して宅配して
くれる買い物タクシーを普及してほしい

特にあてはまるものはない

無回答

（単位：％）

全数（N=1483）全数（N=1578） 14



東大阪市における交通の現状

〇バス事業の現状
・近鉄バス株式会社：１２路線
・大阪バス株式会社： ３路線
・大阪シティバス株式会社：２路線
計１７路線が市内で運行
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平成24年 平成29年 令和4年

市内路線バス運行本数(便/日)

平日

土曜日

日曜日・祝日

令和４年度のバス路線の運行本数は平成２４年比約３６％減少。

〇バス停について
・東大阪市内には２４７のバス停が存在

（R5.４時点東大阪市調べ）
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東大阪市における交通の現状

・個人タクシー事業者：約２００者
・法人タクシー：２３社

市内乗車割合が90％以上は２社

〇登録されている車両数は約１３００台ですが、実
際に東大阪市内で運行する車両は約２９０台程度
と推計しています。（R2アンケート調査より）

〇平成２７年、大阪市域交通圏が特定地域に
指定されたことに伴い、タクシー供給輸送力
の削減（９．４％）がされました。

地域

大阪市域交通圏
（大阪市・堺市・東大阪
市・八尾市・門真市・守
口市・豊中市・吹田市）

東大阪市

人口（人） 5,351,802 479,294

運行台数(台) 12,181 290

タクシー１台に対す
る人口（人/台) 439 1652

〇大阪市域交通圏と東大阪市の
タクシー１台に対する人口比較表

0~10%未満

10~20%未

満

30~40%未

満

40~50%未

満

50~60%

未満

60~70%

未満

70~80%未

満

90%以上 不明

市内の法人タクシー事業者における
市内での乗車割合

（R2アンケート調査：回答数21社）

２

２２

２
１

１

１

８

２
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２．一般旅客自動車運送事業の現状
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近畿運輸局大阪運輸支局自動車運送事業の現状①
・自動車運転者は、労働時間が全産業平均よりも多く、年間所得額が低い。平均年齢も全国平均よりも高い。
・少子高齢化、コロナ禍による新しい生活様式の浸透により、輸送人員の回復せず低迷している。
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・平成２８年 ・令和４年

近畿運輸局大阪運輸支局自動車運送事業の現状②

○働き方改革関連法の施行

〇大阪府の法人タクシーの輸送人員・運送収入の推移 〇大阪府の法人タクシーの運転者証交付数の推移

年齢 H28.3末 H29.3末 H30.3末 H31.3末 R2.3末 R3.3末 R4.3末 R5.3末

～39歳 625 646 708 830 1,028 995 932 1,049

40～59歳 7,878 7,575 7,363 7,090 7,266 6,294 5,865 5,817

60歳～ 15,760 15,253 14,698 14,371 13,175 12,620 11,768 10,977

合計 24,263 23,474 22,769 22,291 21,469 19,909 18,565 17,843

〇大阪府内の運転免許（第二種）保持者数

※大阪タクシーセンター資料より作成

年齢 大型 中型 普通 大特 計 年齢 大型 中型 普通 大特 計
～39歳 3,374 523 1,636 7 5,540 ～39歳 2,096 973 1,733 8 4,810
40～59歳 19,059 8,979 8,052 63 36,153 40～59歳 17,860 11,298 3,541 58 32,757
60歳～ 20,474 36,899 6,521 23 63,917 60歳～ 17,032 31,299 1,085 32 49,448

計 42,907 46,401 16,209 93 105,610 計 36,988 43,570 6,359 98 87,015

府内のタクシー運転者は、ここ７年で２６％減少。
７０歳以上が全体の３１％（5,536人）を占める。

府内の大型第二種免許保持者は、ここ６年で１４％減少。
７０歳以上が全体の２５％（9,405人）を占める。

健康の阻害や過労死に至る長時間労働
を是正、ワーク・ワイフ・バランスを
改善すること等を目的。

一部の事業・業務は、長時間労働の背
景に、業務の特殊性や取引慣行の課題
があることから、時間外労働の上限に
ついて適用が５年間猶予され、また、
一部特例つきで適用されることになっ
た。

※令和５年版大阪の交通白書より作成

「働き方改革関
連法」の適用が
２０２４年まで
猶予されてい
た。
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○バス ○タクシー

近畿運輸局大阪運輸支局自動車運送事業の現状③
○改善基準告示
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（厚生労働大臣告示）のことを言い、自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民
の安全確保の観点からも重要であることから、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、
休息期間について基準等が設けられている。

・拘束時間
使用者に拘束されている時間のこと。
（「労働時間」＋「休憩時間」）
（会社へ出社（始業）し、仕事を終えて会社から退
社（終業）するまでの時間）

・休息期間
使用者の拘束を受けない期間のこと。
（業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間）

※厚生労働省ホームページより作
成。

バスの場合
・１日の拘束時間 １３時間以内
（上限１５時間、１４時間超は、週３回までが目安）
・運転時間 ２日平均１日： ９時間以内

４週平均１週：４０時間以内

・施行により、１日の休息時間が「継続８時間」から「継続１１時間」が基本となった。
・終業が２１時の場合、朝５時から勤務は不可のため、通期・通学のピーク時の対応が行えない。
・運転者の減少により、交替要員が確保できなければ、運行が継続できない状況。

終業21:00始業8:00終業21:00

休息１１時間

終業18:00始業5:00終業21:00

点検、回送、営業運行、休憩、営業運行、回送、点検
（拘束時間１３時間）

休息8時間

従前

今後

自動車運転者の時間外労働の上限は、令和６年４月から原則月 45 時間・年 360 時間、臨時的特別な事情がある場合でも年 960 時間となる。
これも踏まえて、改善基準告示の見直しが行われた。（見直し後の改善基準告示は令和６年４月から適用される。）

○拘束時間・休息時間のイメージ図

点検、回送、営業運行、休憩、営業運行、回送、点検
（拘束時間１３時間）
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ご清聴ありがとうございました


